
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
一
―
一
一
（
管
理
監
督
職

勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
一
―
一
一
―
三

人
事
院
規
則
一
一
―
一
一
（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
一
―
一
一
（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
定
管
理
監
督
職
群
を
構
成
す
る
管
理
監
督
職
）

（
特
定
管
理
監
督
職
群
を
構
成
す
る
管
理
監
督
職
）

第
十
二
条

法
第
八
十
一
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
人

第
十
二
条

法
第
八
十
一
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
人



事
院
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
は
、
次
の
各
号
に
掲

事
院
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
官
職
と
す

げ
る
区
分
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
官
職
と
す

る
。

る
。

一

管
区
行
政
評
価
局
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群

管

一

管
区
行
政
評
価
局
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群

管

区
行
政
評
価
局
の
部
長
、
地
域
総
括
評
価
官
、
主
任

区
行
政
評
価
局
の
部
長
及
び
地
域
総
括
評
価
官
並
び

業
務
管
理
官
及
び
主
任
行
政
相
談
官
並
び
に
沖
縄
行

に
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
の
所
長
並
び
に
行
政
評
価

政
評
価
事
務
所
の
所
長
並
び
に
行
政
評
価
支
局
の
総

支
局
の
総
務
行
政
相
談
管
理
官
、
地
域
総
括
評
価
官

務
行
政
相
談
管
理
官
、
地
域
総
括
評
価
官
、
部
長
、

及
び
部
長
並
び
に
行
政
評
価
事
務
所
の
所
長

主
任
業
務
管
理
官
及
び
主
任
行
政
相
談
官
並
び
に
行

政
評
価
事
務
所
の
所
長

二

総
合
通
信
局
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群

総
務
省

二

総
合
通
信
局
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群

総
務
省

の
内
部
部
局
の
室
長
、
企
画
官
及
び
調
査
官
（
い
ず

の
内
部
部
局
の
室
長
、
企
画
官
及
び
調
査
官
（
い
ず

れ
も
人
事
院
が
定
め
る
官
職
に
限
る
。
）
並
び
に
情

れ
も
人
事
院
が
定
め
る
官
職
に
限
る
。
）
並
び
に
情



報
通
信
政
策
研
究
所
の
部
長
、
総
合
企
画
推
進
官
、

報
通
信
政
策
研
究
所
の
部
長
及
び
課
長
並
び
に
総
合

課
長
及
び
研
修
管
理
官
並
び
に
総
合
通
信
局
の
部

通
信
局
の
部
長
、
総
合
通
信
調
整
官
、
次
長
、
課
長

長
、
総
合
通
信
調
整
官
、
次
長
、
課
長
及
び
室
長
並

及
び
室
長
並
び
に
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
次
長
、

び
に
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
次
長
、
総
合
通
信
調

総
合
通
信
調
整
官
及
び
課
長

整
官
及
び
課
長

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

七

四
国
運
輸
局
の
特
定
管
理
監
督
職
群

四
国
運
輸

七

四
国
運
輸
局
の
特
定
管
理
監
督
職
群

四
国
運
輸

局
の
総
務
部
長
、
鉄
道
部
長
、
自
動
車
交
通
部
長
、

局
の
自
動
車
技
術
安
全
部
長
、
技
術
・
防
災
課
長
、

自
動
車
技
術
安
全
部
長
、
海
事
振
興
部
長
、
技
術
・

安
全
指
導
推
進
官
、
首
席
鉄
道
安
全
監
査
官
、
整

防
災
課
長
、
安
全
指
導
推
進
官
、
首
席
鉄
道
安
全
監

備
・
保
安
課
長
、
技
術
課
長
及
び
保
安
・
環
境
調
整

査
官
、
整
備
・
保
安
課
長
、
技
術
課
長
及
び
保
安
・

官
並
び
に
四
国
運
輸
局
運
輸
支
局
の
次
長

環
境
調
整
官
並
び
に
四
国
運
輸
局
運
輸
支
局
の
支
局

長
及
び
次
長
並
び
に
四
国
運
輸
局
運
輸
支
局
の
事
務



所
の
所
長

七
の
二

九
州
運
輸
局
の
特
定
管
理
監
督
職
群

九
州

（
新
設
）

運
輸
局
の
安
全
防
災
・
危
機
管
理
調
整
官
、
計
画
調

整
官
、
調
整
官
及
び
離
島
航
路
活
性
化
調
整
官
並
び

に
九
州
運
輸
局
運
輸
支
局
の
次
長
（
人
事
院
が
定
め

る
官
職
に
限
る
。
）
並
び
に
九
州
運
輸
局
運
輸
支
局

の
事
務
所
の
所
長

八

（
略
）

八

（
略
）

九

管
区
海
上
保
安
本
部
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群

九

管
区
海
上
保
安
本
部
等
の
特
定
管
理
監
督
職
群

海
上
保
安
学
校
分
校
の
分
校
長
並
び
に
管
区
海
上
保

管
区
海
上
保
安
本
部
の
情
報
管
理
官
、
会
計
管
理

安
本
部
の
情
報
管
理
官
、
会
計
管
理
官
、
部
次
長
、

官
、
部
次
長
、
技
術
管
理
官
、
企
画
調
整
官
、
課

技
術
管
理
官
、
企
画
調
整
官
、
課
長
、
海
洋
情
報
企

長
、
海
洋
情
報
企
画
調
整
官
及
び
交
通
企
画
調
整
官

画
調
整
官
及
び
交
通
企
画
調
整
官
並
び
に
海
上
保
安

並
び
に
海
上
保
安
署
の
署
長
並
び
に
人
事
院
が
定
め



監
部
の
部
長
並
び
に
海
上
保
安
部
の
部
長
並
び
に
海

る
官
職

上
保
安
航
空
基
地
の
基
地
長
並
び
に
海
上
保
安
署
の

署
長
並
び
に
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
の
所
長
並
び
に
航

空
基
地
の
基
地
長
並
び
に
人
事
院
が
定
め
る
官
職

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


